
『
相
続
税
大
増
税
時
代
に
突
入
！
』

～
ほ
と
ん
ど
の
相
続
問
題
は
生
命
保
険
で
解
決
で
き
る
！
～

［
講
師
］ 

株
式
会
社
吉
澤
相
続
事
務
所　

代
表
取
締
役 

吉
澤  

諭 

様

相
続
税
の
申
告
書
を
目
に
す
る
こ
と
で  

ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る

　

皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
、
相
続
税
の

改
正
に
よ
っ
て
平
成
27
年
以
降
に
発
生
し

た
相
続
に
つ
い
て
は
相
続
税
の
基
礎
控
除

額
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
※1

。
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
何
が
起
こ
っ
て
く
る
か
と
い

う
と
、
改
正
前
か
ら
相
続
税
が
か
か
る
人

は
さ
ら
に
税
負
担
が
重
く
な
り
、
こ
れ
ま

で
相
続
税
と
は
無
縁
だ
と
思
っ
て
い
た
人

に
も
相
続
税
が
か
か
っ
て
く
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
相
続
対
策
が
一
部
の
富
裕
層

の
も
の
だ
け
で
な
く
、
一
般
的
な
世
帯
に

も
関
わ
る
身
近
な
存
在
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
直
近
の
数
字
で
見
て
み
る

と
、
相
続
発
生
件
数
（
死
亡
者
数
）
は

日
本
全
体
で
年
間
１
２
６
・
８
万
人
。
そ

の
う
ち
相
続
税
が
課
せ
ら
れ
た
の
は
５
・

４
万
件
で
、
割
合
に
す
る
と
４
・
３
％
で

す
。
こ
れ
を
東
京
都
で
見
る
と
課
税
割
合

は
９
・
４
％
、
東
京
23
区
に
限
る
と
10
・

１
％
と
、
東
京
で
は
10
件
の
相
続
の
う
ち

１
件
は
相
続
税
を
払
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
数
字
は
平
成
25
年
、
相

続
税
改
正
前
の
も
の
で
す
。
基
礎
控
除
額

の
引
下
げ
に
加
え
て
小
規
模
宅
地
等
の
特

例
の
要
件
の
厳
格
化
な
ど
の
影
響
を
考
慮

す
る
と
、
改
正
後
で
あ
る
27
年
以
降
の
課

税
割
合
は
、
全
国
で
10
～
15
％
、
東
京
23

区
で
は
30
～
40
％
ま
で
高
ま
る
可
能
性
が

あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

相
続
税
を
払
う
人
が
増
え
る
と
、
相
続

税
の
申
告
書
を
目
に
す
る
人
が
増
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
例
え
ば

相
続
財
産
が
家
と
少
し
の
預
貯
金
し
か
な

い
場
合
、
長
男
が
家
を
、
他
の
兄
弟
姉
妹

が
預
貯
金
を
相
続
し
た
と
し
ま
す
。
相
続

税
の
申
告
書
に
は
相
続
人
全
員
の
判
が
必

要
で
す
か
ら
、
長
男
が
相
続
す
る
家
の
評

価
額
が
い
く
ら
な
の
か
他
の
兄
弟
姉
妹
も

知
る
こ
と
に
な
り
、“
争
族
”
と
呼
べ
る

ト
ラ
ブ
ル
が
増
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。

　

よ
く
「
う
ち
は
財
産
な
ん
て
な
い
か

ら
、
相
続
の
心
配
な
ん
て
全
然
な
い
」
と

い
う
人
が
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う

人
こ
そ
実
は
心
配
な
ん
で
す
。
と
い
う
の

も
、「
相
続
税
」
と
「
相
続
」
は
別
も
の

だ
か
ら
で
す
。

　

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
課
税
件
数
５
・

４
万
件
に
対
し
て
、
家
庭
裁
判
所
へ
寄

せ
ら
れ
た
相
続
関
係
の
相
談
は
年
間
17
・

４
万
件
（
平
成
24
年
）
に
の
ぼ
り
ま
す
。

ま
た
、
遺
産
分
割
で
揉
め
て
審
判
・
調
停

に
な
り
調
停
等
が
成
立
し
た
遺
産
分
割
事

件
１
・
５
万
件
の
う
ち
、
約
４
分
の
３
が

遺
産
規
模
が
５
０
０
０
万
円
以
下
で
す
の

で
、
大
多
数
は
相
続
税
が
か
か
ら
な
い

ケ
ー
ス
で
揉
め
て
い
た
の
で
す
※2

。

受
取
人
指
定
の
あ
る
生
命
保
険
で 

特
定
の
人
に
多
く
財
産
を
残
す

　

そ
こ
で
“
争
族
”
に
な
ら
な
い
た
め
の

遺
産
分
割
対
策
と
し
て
、
生
命
保
険
で
で

き
る
こ
と
を
紹
介
し
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
家
族
が
い
た
と
し
ま
す
。

父
親
は
故
人
、
母
親
は
高
齢
で
、
子
ど
も

は
長
女
と
長
男
が
い
ま
す
。
母
親
の
財
産

は
不
動
産
６
０
０
０
万
円
、
現
金
・
預
貯

金
・
有
価
証
券
な
ど
が
６
０
０
０
万
円
で

す
。
こ
の
場
合
、
相
続
税
の
対
象
と
な
る

財
産
と
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
財
産
は

同
じ
で
、
１
億
２
０
０
０
万
円
で
す
。
し

か
し
、
長
男
が
母
親
の
面
倒
を
見
て
い
た

の
で
、
母
親
は
長
男
に
多
く
財
産
を
残
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
役
立
つ
の
が
生
命
保
険
で
す
。

現
金
や
預
貯
金
な
ど
か
ら
２
０
０
０
万
円

を
取
り
崩
し
、
契
約
者
・
被
保
険
者
：
母

親
、
受
取
人
：
長
男
の
一
時
払
い
の
終

身
保
険
に
加
入
し
ま
す
（
保
険
料
＝
保

険
金
と
仮
定
）。
そ
う
す
る
と
、
相
続
が

発
生
し
て
長
男
が
受
け
取
る
死
亡
保
険

金
２
０
０
０
万
円
は
「
み
な
し
相
続
財

産
」
と
し
て
相
続
税
が
課
税
さ
れ
ま
す

が
、
相
続
税
法
12
条
の
「
相
続
税
の
非

課
税
財
産
」
※3

が
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、

１
０
０
０
万
円
は
非
課
税
と
な
り
、
課
税

対
象
と
な
る
財
産
は
１
億
１
０
０
０
万
円

と
な
り
ま
す
。

　

一
方
、
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
財
産

は
１
億
円
で
す
。
こ
れ
を
２
人
で
分
け

る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
続
分
は
長
女

５
０
０
０
万
円
、
長
男
５
０
０
０
万
円
と

５
月
16
日
、
平
成
28
年
度
Ｊ
Ａ
Ｉ
Ｆ
Ａ
東
京
協
会
支
部
報
告
会
の
第
２
部
に
お
い
て
「
春
の
研

修
会　

記
念
セ
ミ
ナ
ー
」を
開
催
。
相
続
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
第
一
人
者
で
あ
る
吉
澤
諭
様

に
、
生
命
保
険
を
活
用
し
た
相
続
対
策
に
つ
い
て
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

春
の
研
修
会
　
記
念
セ
ミ
ナ
ー

※1　改正後の遺産にかかる基礎控除額：3,000万円＋600万円×法定相続人の数
※2　改正前の遺産にかかる基礎控除額：5,000万円＋1,000万円×法定相続人の数 るあ 2016 秋号 No.141│ 7



な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
長
男
に
は
こ
の
他

に
保
険
金
２
０
０
０
万
円
が
加
わ
り
、
合

計
７
０
０
０
万
円
に
な
り
ま
す
。

　

ご
存
知
の
よ
う
に
、
保
険
金
は
原
則
、

「
受
取
人
固
有
の
財
産
」
と
し
て
遺
産
分

割
の
対
象
外
で
す
。
特
別
受
益
に
は
あ
た

り
ま
せ
ん
の
で
、
特
定
の
相
続
人
に
お
金

を
渡
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
が
保
険

の
強
み
で
あ
っ
て
、
仮
に
遺
言
で
同
じ
こ

と
を
や
ろ
う
と
す
る
と
、
遺
留
分
な
ど
の

問
題
が
出
て
き
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

　

次
に
、
父
親
と
母
親
、
子
ど
も
は
兄
弟

３
人
で
、
長
男
が
家
業
を
継
い
で
い
る

ケ
ー
ス
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
中
小
企
業

の
オ
ー
ナ
ー
や
農
家
な
ど
が
こ
れ
に
あ
て

は
ま
り
ま
す
。
例
え
ば
、
父
親
が
遺
言
に

よ
り
自
社
株
や
田
畑
を
長
男
一
人
に
相
続

さ
せ
た
い
と
考
え
た
と
し
ま
す
。
父
親
の

財
産
が
自
社
株
や
田
畑
だ
け
で
あ
れ
ば
、

次
男
と
三
男
が
相
続
す
る
財
産
が
あ
り
ま

せ
ん
。
と
は
い
え
、
自
社
株
や
田
畑
を
弟

た
ち
に
分
け

て
し
ま
う
と

長
男
が
家
業

を
続
け
て
い

く
の
が
難
し

く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
有
効
な
の
が
、
契
約
者
・
被
保

険
者
：
父
親
、
受
取
人
：
長
男
と
い
う
生

命
保
険
で
す
。
仮
に
長
男
が
相
続
し
た
自

社
株
や
田
畑
の
評
価
額
が
６
０
０
０
万
円

だ
と
し
た
ら
、
死
亡
保
険
金
３
０
０
０
万

円
を
長
男
が
受
け
取
り
、
そ
れ
を
原

資
と
し
て
次
男
と
三
男
に
そ
れ
ぞ
れ

１
０
０
０
万
円
ず
つ
、
代
償
金
と
し
て
交

付
す
る
の
で
す
。

12
条
の
非
課
税
枠
の
優
位
性
を 

　

数
字
を
挙
げ
て
具
体
的
に
説
く

　

生
命
保
険
で
で
き
る
も
う
１
つ
の
こ

と
が
、
相
続
税
の
納
税
資
金
の
確
保
で

す
。
相
続
税
は
、
被
相
続
人
が
死
亡
し
た

こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
10
カ
月
以

内
に
、
金
銭
で
一
括
納
付
す
る
の
が
原
則

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
相
続
が
発
生
し
た

場
合
、
被
相
続
人
名
義
の
預
貯
金
や
有
価

証
券
は
凍
結
さ
れ
、
原
則
と
し
て
相
続
手

続
き
が
完
了
す
る
ま
で
引
き
出
す
こ
と
は

で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
遺
産
分
割

が
成
立
し
な
い
、
相
続
人
の
中
に
行
方
不

明
者
が
い
る
、
必
要
書
類
が
揃
わ
な
い
…

と
い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
、
遺
産

分
割
協
議
書
が
調
わ
な
く
て
も
、
法
定
相

続
分
に
従
っ
て
「
10
カ
月
以
内
に
金
銭
で

一
括
納
付
」
と
い
う
原
則
は
変
わ
り
ま
せ

［
よ
し
ざ
わ
・
さ
と
し
］
１
９
６
６
年
東
京
生
ま
れ
。

大
学
卒
業
後
、
住
友
信
託
銀
行（
現
・
三
井
住
友
信
託
銀
行
）

に
入
社
し
、
個
人
富
裕
層
・
資
産
家
取
引
、
不
動
産
開
発

事
業
、
企
業
年
金
等
の
業
務
に
従
事
。
00
年
独
立
系
財
産

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
に
転
職
し
、
都
市
型
農
家
を
中

心
と
し
た
土
地
持
ち
資
産
家
の
相
続
対
策
等
コ
ン
サ
ル
テ

ィ
ン
グ
業
務
に
従
事
。
02
年
あ
お
ぞ
ら
銀
行
に
入
行
し
、

Ｆ
Ｐ
営
業
推
進
室
長
と
し
て
、
個
人
富
裕
層
・
中
小
企
業

オ
ー
ナ
ー
を
対
象
と
し
た
相
続
対
策
・
事
業
承
継
・
遺
言
・

不
動
産
等
の
Ｆ
Ｐ
業
務
に
従
事
。
14
年
株
式
会
社
吉
澤
相

続
事
務
所
を
設
立
。
豊
富
な
実
務
経
験
を
活
か
し
、「
答
え

を
出
す
」を
モ
ッ
ト
ー
に
、『
相
続
』に
特
化
し
た
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
と
し
て
、
顧
客
向
け
セ
ミ
ナ
ー
や
企
業
研
修
・
勉

強
会
の
講
師
、
個
別
相
談
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
、
執
筆
、

監
修
等
活
動
中
。

ん
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
期
限
内
に
相
続
人
全

員
の
足
並
み
が
揃
わ
な
い
と
預
貯
金
や
有

価
証
券
を
金
融
機
関
か
ら
引
き
出
す
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
延
滞
税
を
払
わ
な

い
で
済
ま
す
に
は
相
続
人
固
有
の
財
産
か

ら
相
続
税
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

態
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

場
合
に
も
有
効
な
の
が
生
命
保
険
で
す
。

　

相
続
税
法
12
条
の
効
果
的
な
見
せ
方
に

つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
ま
す
。
お
客
さ
ま

に
生
命
保
険
に
は
非
課
税
枠
が
あ
る
と
説

明
し
て
も
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
な
か
な
か

理
解
し
て
く
れ
な
い
よ
う
な
と
き
は
、
次

の
よ
う
に
具
体
的
に
数
字
を
お
知
ら
せ
す

る
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
被
相
続
人
と
な
る
の
が
父

親
、
相
続
人
が
子
ど
も
２
人
、
相
続
財
産

が
１
億
円
な
ら
、
相
続
税
は
７
７
０
万
円

で
す
。
仮
に
財
産
の
う
ち
１
０
０
０
万
円

で
、
契
約
者
・
被
保
険
者
：
父
親
、
受
取

人
：
子
ど
も
の
一
時
払
い
の
保
険
（
保

険
料
＝
保
険
金
と
仮
定
）
に
加
入
す
れ

ば
、
１
０
０
０
万
円
が
そ
っ
く
り
非
課

税
と
な
り
ま
す
※3

。
そ
う
な
る
と
相
続
財

産
９
０
０
０
万
円
に
対
す
る
相
続
税
は

６
２
０
万
円
に
な
る
の
で
、
１
５
０
万
円

ほ
ど
税
負
担
が
軽
減
で
き
ま
す
。

　

お
客
さ
ま
に
は
、
も
し
も
１
０
０
０
万

円
の
定
期
預
金
で
、
税
引
後
の
利
息

１
５
０
万
円
を
得
る
に
は
何
年
必
要
に
な

る
の
か
を
想
像
し
て
も
ら
う
の
で
す
。
仮

に
年
利
０
・
５
％
で
複
利
運
用
な
ら
約
36

年
か
か
り
ま
す
。
こ
の
マ
イ
ナ
ス
金
利
の

状
況
な
ら
気
の
遠
く
な
る
年
月
が
か
か
る

は
ず
で
す
。
そ
れ
に
比
べ
て
保
険
が
い
か

に
有
利
か
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。

　

受
取
人
が
相
続
人
に
指
定
さ
れ
て
い
る

死
亡
保
険
金
は
「
み
な
し
相
続
財
産
」
で

あ
り
、
遺
産
分
割
の
対
象
財
産
に
も
遺
留

分
の
算
定
基
礎
財
産
に
も
な
り
ま
せ
ん

（
あ
く
ま
で
原
則
で
あ
り
、
例
外
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
）。
こ
の
特

長
を
活
か
し
て
、
皆
さ
ん
の
お
客
さ
ま
に

は
、
相
続
に
備
え
た
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。　
　
　

 

◆
抄
録
◆

※3　相続税の非課税財産：500万円×法定相続人の数（このケースでは2人）
8 │るあ 2016 秋号 No.141


